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昨今の大きな事業環境の変化によって、資金繰りに悩む事業者の皆様を支援するため、島

根県では以下の金融施策が講じられています。

資金繰りについてお悩みの方はお気軽に商工会にご相談ください。

・令和２年度新型コロナウイルス感染症対応資金の条件変更支援

ゼロゼロ融資の返済計画の見直しをしやすくし、事業継続に必要な手許資金の確保を支援

する制度です。据置期間４年以内、融資期間１３年以内で条件変更した場合に、追加で必

要となる保証料を支援。

※取扱期間：本年１２月末条件変更実行分まで

・セーフティネット資金（新型コロナウイルス感染症対応枠）

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による、売上の減少を要件とし、借換や新たな

資金需要に対応する資金です。

※取扱期間：来年３月末まで

・収益力改善伴走支援型特別資金

新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、エネルギー価格・物価高騰等の影響を踏まえ、

売上や利益率の減少を要件とし、借換や新たな資金需要に対応する資金です。

※取扱期間：来年３月末まで

・コロナ特別貸付 ※取扱期間：来年３月末まで

・コロナマル経融資 ※取扱期間：来年３月末まで

まつえ北商工会 キタキタまつえ北

資金繰りのご相談は商工会まで

資金繰り支援施策[県制度：協会保証付き]

資金繰り支援施策[日本政策金融公庫]

商工会では企業の資金繰りにおける経営改善計画や返済計画等の策定について専門家から

支援を受けることができる制度があります。

専門家は元補助金審査員・金融機関ＯＢ・社労士・ＩＴ専門家等から構成されており、今

まで培ってきた豊富な実績・経験から様々なアドバイスをいただくことが可能です。相談料

は無料ですので、資金繰りなどでお悩みの方はお気軽に商工会までご相談ください。

【専門員の支援実例】

◆経営分析→課題抽出→事業計画策定→策定後の実施支援といった一連の経営支援

◆新規借入の供給、条件変更など資金繰り改善のための金融支援、金融機関等に提

出する経営改善計画の策定支援

経営計画や資金繰りを見直してみませんか
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令和３年１１月１５日(月)～令和４年１月３１日(月)

中小企業給付金…☎0120-643-026(平日9：00～17：00)

⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶

◆島根県飲食店等事業継続特別給付金（要件緩和）

【給付対象となる店舗】

中小企業者等が運営し、令和２年１２月１日までに「飲食店営業」及び「喫茶店営業」の許可を受けている店舗（※スーパー・コンビニ、または自動販売機を用いた営業でないこと）

年末調整のお知らせ

年末調整を行う時期となりました。税務署から送付される年末調整関係書

類や、従業員の控除証明書など、書類を整理して取り掛かりましょう。

源泉所得税の納付の特例申請をしている事業者の方は、７月～１２月分の

源泉徴収税額を令和６年１月２２日（月）までに納付する必要があります。

商工会で年末調整事務指導を受けている事業所の方には、後日指導日をご案

内しますのでご確認ください。

確定申告の準備をはじめましょう

決算・申告の時期が近づいてきました。申告に必要な証明書等が手元に届き始めます。

紛失した場合、再発行に時間がかかることがありますので、大切に保管してください。

①「確定申告のお知らせ」ハガキ（見本➡）

来年1月下旬に送付されます。所得税の中間納付金額、消費税の申

告方法、振替納税の利用内容等の重要な情報が記載されていますので

ご確認ください。

商工会で決算・申告をされる方は、担当者にご提出ください。

② 各種控除証明書等

【１０～１１月に届く主な書類】

◆生命保険料控除証明書

◆地震保険料控除証明書

◆住宅借入金の年末残高証明書

◆国民年金控除証明書

◆小規模企業共済掛金払込証明書

【 １月に届く主な書類】

◆公的年金等の源泉徴収票（見本➡）

◆支払調書・源泉徴収票など

◆国民健康保険の源泉徴収票

※インボイスを登録された方は消費税の確定申告と納税が必須となります。

令和５年分の確定申告期間：令和６年２月１６日（金）～３月１５日（金）

運転前後の『アルコール検知器』を用いたアルコールチェック｢義務化」について

令和５年１２月より、安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックに「アルコール

検知器」を用いることが義務化されます。

①運転前後の運転者に対し目視等により酒気帯びの有無の確認をする他、アルコール検知器

を使用して確認を行うこと

②確認の記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること

～アルコール検知器について～
『呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示

す機能を有する検知器』と定められています。

ご不明な点は都道府県警察のホームページをご覧いただくか警察署へお問合せ下さい。
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全員対象！Ｒ６年１月～電子帳簿保存法が義務化されます

税理士が答える「電子帳簿保存法、インボイス制度」個別相談会の開催

令和６年１月から、改正電子帳簿保存法の２年間の猶予期間が終了し、電子取引について

はデータでの保存が必要となります。また、令和５年１０月から「インボイス（適格請求）

制度」が導入されましたが、特例によって経理が複雑になっています。

こうした新しい制度に対し皆さまの疑問やご不明な点に税理士がわかりやすくお答えする

個別相談会を開催します。

※お申込みは、事前にＦＡＸ・郵送しておりますチラシに必要事項をご記入のうえ商工会

本所宛てFＡX（８２－１４０７）にてご予約をお願いします。

令和６年１月から電子取引データの電子保存が義務化されます。

Ｑ 取引データとは？

・メールに添付して送られてきた、あるいはメールに添付して送った請求書、契約書、領収

書、見積書など

・ネットからダウンロードした請求書、領収書、利用明細など

・インターネットバンキングで支払った時の取引明細など

Ｑ 電子保存とは？

・やり取りした電子データを電子データのまま保存することです。

・紙でやりとりしたものを電子データ化する必要はありません。電子データでやりとりし

たものが対象です。

・受け取った側、送った側、双方がともに保存する必要があります。

(例)受け取った側：携帯電話料金や電気料金のWEB明細も対象です。スクリーンショット

やPDF等で保存する必要があります。

Ｑ どのように保存する必要があるの？

・改ざん防止のための処置をとる必要があります。

（例）改ざん防止のための事務処理規定を定めて遵守する。

・「日付、金額、取引先」で検索できる必要があります。

・パソコンやプリンター等を事務所に備え付ける必要があります。

詳しくは、同封の「電子帳簿等保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください」

をご覧ください。
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両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」

新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話

を行う労働者に対し、有給休暇（賃金全額支給）を取得させた事業主が受けることのできる

助成金です。該当する事案が発生した場合は、商工会までご連絡ください。

【助成額】

１人あたり１０万円、１事業者につき１０人まで（上限１００万円）

【対象となる子ども】

●新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をし

た小学校等に通う子ども

●下記のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども

①新型コロナウイルスに感染した子ども

②風症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども

③医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化

するリスクの高い基礎疾患等を有する子供

【支給要件】

１．次のどちらも実施されていること。

①対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金全額支給)を年

間７日以上取得できる制度の規定化

②小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして次のいずれかの

社内周知

・テレワーク勤務 ・短時間勤務制度 ・フレックスタイムの制度 ・時差出勤制度

・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務及び時差出勤制度・夜勤回数の制限

・ベビーシッター費用補助制度 ・労働者の子ども向けの保育施設の設置及び運営 等

２．労働者１人につき、１の①に定めた特別有給休暇を１日以上取得したこと。
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